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(5) ［その他必要な調整項目を記載］ 

５ 以下の各号のいずれかに該当する場合には、前項第 3号は適用しないものとする。 

(1) ［事業の性質に応じてやむを得ない事由を具体的に記載］ 

(2) ・・・ 

 

Ⅳ 乙による回答書の提出 

 

１ Ⅲの(1)から(10)に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、２に掲げる事項を記載した回答書に

より以下の期限までに回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載

の条件をすべて承諾したものとみなす。 

(1)通常変更：サービス内容変更要求通知受領後[40]日以内 

 (3)簡易変更（簡易変更対価一覧記載以外の変更）：サービス内容変更要求通知受領後[10]営業日以

内 

(4)(1)から(3)にかかわらず、Ⅱに従い仮対案又は仮見積りが提出された場合には、Ⅱに記載された

期限 

 

２ 前項の回答書には、以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 変更方法 

(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用 

(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日 

(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び要求水準書中関連する条項の

変更案 

(5) 変更により本件施設の利用不能又は不便を招来するか否か 

(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響 

(7) 運営等協力企業等の変更の見込み 

(8) その他甲が定める事項及び特記事項 

３ 簡易変更の場合の費用算定方法 

(1) 簡易変更価格一覧に含まれる部分については、同一覧により決定する。 

(2) これ以外については以下に従い算定する15。 

① 簡易変更価格一覧に含まれない部分については、原価一覧に応じて計算（以下の例による）。 

工事・設計 同種の工事のユニット当たりの単価に変更対象工事
のユニット数を乗じた額 

施設にかかる維持管
理業務 

同種の設備の更新サイクル及びメンテナンス費用の
単価を基準に算定した額 

                                                  
15 上記は英国 SoPC4 に準拠して作成された Change Protocol Principles（英国財務省より 2007 年８月公表）

の中規模変更の規定をベースに作成したものである（主に学校ＰＦＩを想定して作成）。しかし、これが実

際に機能するかは現段階では不明であり、日本において採用する場合、このような方法が可能か、可能で

あるとすればどのような調整事項が必要かについても別途検討する必要がある。いずれにせよ、価格決定

の方法については英国、日本ともに確立した方法はなく、どのような方法であれば、透明性、公平性及び

迅速性を確保できるのかについて、広範に議論をしていく必要がある。 
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運営業務 同種の業務の面積当たり、時間当たり、又は業務当
たりの単価を用いて計算した額 

② 原価一覧記載の業務に比べ、高い質の業務の提供を甲が要求した場合、合理的範囲内で増額。 

③ 原価一覧記載外の業務は市場価格（乙が客観的な資料を提出） 

④ 乙の管理費（上記の額に原価一覧に記載された割合を乗じる） 

⑤ ［甲及び乙が予め合意した範囲内における見積書作成費用。］ 

⑥ ［その他必要な調整条項を記載］ 

 
(3) 指標による調整：簡易変更価格一覧及び原価一覧に記載された金額については、運営期間開始後

［１年］ごとに別紙○に記載された指標に応じて修正されるものとする。 

(4) 簡易変更価格一覧の更新：甲及び乙は、運営期間開始前及び運営期間開始後各年度の始めまでに

簡易変更価格一覧に追加が必要な項目を甲及び乙の合意により追加するものとする。また、指標

による調整をしてもなお同一覧に記載された単価が合理性を欠くと認められる場合については、

変更を希望する当事者は客観的な資料を示した上で、変更を求めることができる（市場価格に幅

がある場合、甲にとって も有利な価格を基準とする）。 

 

４ 甲は、１の回答書を受領後又は１の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との

間で、要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項につい

て協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は変更を証するため、変

更確認書を作成する。 

 

５ ４の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、第○条に定める紛争解決手続により合意

を図るものとする。同条に求める手続によっても合意できなかった場合、甲は乙に対して甲の 終案

を通知する。乙がこれに不服がある場合には、乙は、甲と協議の上、変更と不可分の部分（甲乙の協

議により定める）について本契約を終了させることができるものとする。この場合、乙は新たな受注

者の選定及び事業の引継に協力する義務（[    ]に関する情報の開示を含む）を負うものとする。 

 

６ 一部解除を行った場合のサービス対価の変更及び補償については、Ⅲ第４項を準用するものとする。

ただし第３号を除く。 

 

 

Ⅴ 乙からの提案 

 

乙は、随時、変更内容及びⅣ２(1)から(8)に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により業

務内容の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、

[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、10 及び 11

の規定を準用する。 
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Ⅵ．定期的変更協議 

 

(1) 甲及び乙は以下の期日（以下「定期的変更協議開始日」という）から、サービス内容の変更の必要

性について、協議を行なうものとする。両当事者は、定期変更協議開始日までに、必要に応じてアン

ケート、インタビュー等を行なった上で、変更検討事項報告書（別紙○の様式による）を他方に対し

て提出するものとする。 

① 運営開始日の［ ］月前の日 

② 運営開始後［９］月を経過した日 

③ 運営開始後［５年、１０年、１５年、２０年、２５年］を経過した日 

(2) 甲は、協議の結果変更が必要との結論に至った場合には、本別紙Ⅰ以下の規定し従って変更要求通

知を送付する。 

  
Ⅶ 簡易変更価格一覧のみに基づく変更 

 

１．甲は、簡易変更価格一覧に記載のある変更のみを希望するときは、以下の事項を記載した変更要求

通知を乙に送付するものとする。 

(1) 変更要求事項  

(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の日から少な

くとも１ヶ月間を経過した後の日を記載することを要する。但し、Ⅰ２（２）ア又はイ該当する

場合には、６ヶ月間を経過した日以降とする。 

２．乙は、サービス内容変更通知到達の日から［ ］日以内に簡易変更価格一覧により算定された変更

に要する額、変更方法及びその他甲が定める事項を記載した回答書を甲に送付する。甲は変更価格

に異議がある場合については、[ ]日以内に乙に通知するものとし、協議を行うものとする。協議

開始後[60]日以内に成立しなかった場合、第○条に定める紛争解決手続により合意を図るものとす

る。 

３．乙は、所定の期日までに変更を実施するものとする。甲は、［   ］までに、変更に要した額を

支払うものとする。 

 

【サービス内容の変更に関する実務上のポイント】 

ＰＦＩは長期契約であるため、将来の状況変化に対して、サービス内容の変更及びそれに伴うサー

ビス対価の変更手続きを規定する。変更規定のポイントは以下のとおり。 

 ①管理者等が要請してサービス内容等を変更する場合、増加コストは管理者等が負担する。 

 ②小規模な変更に関しては、予め（契約締結時等）価格改定のための算定式を合意しておくこと

が考えられる。 

 ③運営開始の直前や、運営開始１年後など、定期的に事業契約に定められたサービス内容と実態

をレビューし見直しを行う規定を設ける。 
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Ⅲ．建設費に係る物価高騰リスクへの対応 

 

１．概要 

 

インフレや特定の材料の価格変動などによって、建設に要する費用が増加する場合のサービス対

価の調整が規定される。 

 

２．問題状況 

 

昨今の建設関連資材の高騰により、建設費が著しく増大しているケースが見られるが、現在の PFI

契約においては建設費にかかる物価高騰リスクは民間負担とされていることが多い。これらの物

価高騰リスクについては、ＰＦＩ事業は、契約締結日から竣工までの期間が長期であることから、

通常の公共事業よりも問題が深刻であり選定事業者にとって大きな負担となっている。 

 

３．対処に関わる基本的な考え方 

 

(1)リスク分担の在り方との関係：ＰＦＩの基本はリスクを も良く管理することができる者が

当該リスクを分担するというものである。通常の請負工事と異なり、性能発注であるＰＦＩの

場合は、民間の創意工夫により物価変動による影響を緩和していくことが期待されている。す

なわち、施設整備費の総額を如何に管理し、予め固定し、かつその費用超過を防止するかは、

ＰＦＩ事業契約の中でも も重要なリスク分担事項を構成する。よって、コスト管理は民間の

リスクとなることが原則であり、通常の範囲内での物価変動は民間リスクとなる。しかし、応

札時点において民間では管理できないと判断するような急激な物価高騰が生じた場合につい

ては、民間にのみリスクを負わせると民間が予備費を積むことにつながり、ＶＦＭが低下する

おそれがある。そこで、特定材料の著しい物価変動（いわゆる単品スライド）リスク、及び急

激なインフレまたはデフレによる物価変動（いわゆるスーパーインフレ）リスクについては、

公共工事標準請負契約約款と同様の規定を入れることが考えられる。 

(2)スライド条項：一方、通常の範囲内のインフレについては(1)に記載のとおり民間リスクが原

則となるものの、大型事業で契約締結日から竣工までの期間が長期にわたる場合は、管理者等

が負うことも考えられる16。 

(3)いずれにせよ、官にとって有利な契約を作るか、民にとって有利な契約を作るかというより

むしろ、民にとってリスクが大きい契約は価格も高くなる可能性が高いということを踏まえ、

                                                  
16英国財務省が 2006 年に公表した Application Note— Interest-Rate & Inflation Risks in PFI Contracts

では、ＰＦＩの場合でも通常は受注者が建設費に関するインフレリスクをとることとされている。しかし、

ファイナンシャルクローズから建物の完工（又は建物の着工）までの期間が特に長いプロジェクトにおい

て、発注者が物価変動リスクをとる方が、物価変動リスクを民間が提案価格に織り込ませるよりＶＦＭが

大きくなると考えられる場合が例外として考えられるとしている（p13）。このような考え方に基づき、大

型事業で契約締結日から竣工までの期間が特に長期にわたる場合（例えば５年以上の場合）は、５年経過

した時点でそれ以降の建設費用について発注者がリスクをとり、全額負担している事業がある。 
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リスクを民間に移転するメリットと価格の上昇というデメリットのどちらが大きいかという

観点を軸に判断すべきである。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

わが国の公共工事標準請負契約約款では、①１年を超える契約における 1.5％以上の物価変動（ス

ライド）、②主要な工事材料の著しい物価変動（単品スライド）、③急激なインフレまたはデフレ

による物価変動（スーパーインフレ）の場合について、発注者、受注者双方から工事請負代金額

の変更を求めることを認めている。２．に示したＰＦＩの基本的考え方を踏まえ、②及び③につ

いて同様の条項をＰＦＩ事業でも採用することが 低限必要である。「主要な工事材料」につい

ては、工事に必要な資材及び機材の双方が含まれると解釈される。 

 

(1)基準の明確化：ＰＦＩの基本理念からは、上記②、③の各々の場合において、どのような条件に至った

場合に変更をし、どのように建設費の変更額を決定するかについて、予め合意した客観的な指標を用い

て決定することが望ましいと考えられる。しかし、指標が何％変動した場合に建設費を変更するかにつ

いて一つの数値を決定するのが難しいこと、特定材料の著しい価格変動については客観的な指標が乏し

いこと等の事情があり、事例の蓄積が十分でない現段階において標準的なルールを一つに決めるのは難

しい。今後、各事業ごとに、使用する客観的な指標や変更を可能とする変動幅について明確化すること

が望ましい。 

(2)実際のコスト変動との誤差：指標のみで機械的に計算した場合、当然実際のコスト変動との誤差が生じ

ることにも配慮する必要がある。 

 

５．留意点 

 

(1)支払方法 

 

物価変動により建設費を増額変更する場合、増加分のコストを管理者等が一括支払いすることは

難しい場合があると考えられる一方、一括払いとすれば資金調達に与える影響を 小限にするこ

とができるため、一概に分割、一括のどちらが適切とはいえない。 

 

(2)債務負担行為 

 

管理者等は、建設費の増額に備えて、債務負担行為の設定額には一定の余裕を持たせることが望

ましい。 

 

６．条文例 
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（甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ） 

 

1  甲又は乙は、次の各号に掲げる場合には、契約内訳の施設費相当額（以下、「施設費対価」という。）

の見直しについて相手方に請求することができる。 

 ア 特別な要因により建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、

施設費［及び解体撤去費］が不適当となったと認めた場合 

 イ 予期することのできない特別の事情により、建設期間内に日本国内において急激なインフレー

ション又はデフレーションを生じ、施設費［及び解体撤去費］が著しく不適当となったと認めた

場合 

2  前項の場合において，施設費対価の変更額については，甲及び乙が協議して定める。ただし、協

議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、［第○条に定める紛争解決手続による

ものとする］。 

3  前項の協議開始の日については，甲が乙の意見を聴いて定め，乙に通知しなければならない。た

だし、甲が第 1 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合

には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 

 

※上記は、衆議院新議員会館整備等事業をベースとしている（公共工事標準請負契約約款の単品スライド条

項及びスーパーインフレ条項に対応）。ただし、協議が整わなかった場合については、別途規定する紛争解

決手続を用いる旨に改めている。 

 

 

【建設費の改定に関する実務上のポイント】 

建設資材等の物価高騰に対しては、ＰＦＩ事業におけるリスク分担の考え方に従い、以下のとおり

整理する。 

 ①特定材料の著しい物価変動及び急激なインフレまたはデフレによる物価変動があった場合は、

建設費の改定を行う規定を設ける。 

 ②上記規定においては、用いる指標や改定の判断基準等を明確化することが望ましい。 

 ③通常の範囲内での物価変動リスクは選定事業者が負担する。 
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Ⅳ．ソフトサービス等の価格変更に関する規定 

 

１．概要 

 

ソフトサービス（資本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低いサービス）については、例

えば５年ごとに市場実勢価格にあわせてサービス対価を改定する調整規定について、具体的な方

法を含めて規定する。 

 

２．問題状況 

 

ソフトサービスについては、物価変動によるインデックスによる調整のみでは市場価格と乖離が

生じてしまうため、例えば５年ごとに市場実勢価格との乖離を防ぐためのサービス対価の調整規

定が設けられるが、具体的方法（内容の妥当性、透明性、迅速性を確保するための方法）が課題

となっている。 

 

３．対処に関わる基本的な考え方 

 

(1)インデックスによる調整のみでは一定期間以上の価格増減リスクを選定事業者がとることがで

きない業務については、別の調整メカニズムが存在しない場合、予備費の計上を通じて価格の上

乗せにつながり、ＶＦＭの実現を妨げることになる。そこで、市場実勢価格に応じたソフトサー

ビスの対価の増減額の規定を入れることが望ましい17。 

(2)ハードサービス（資本的支出を伴う、又は資本的投資との関連性が高いサービスで、主に施設

の維持管理（FM サービス））は、当該サービスのみを取り出して市場価格と比較することはでき

ないため、原則として対象外とする。 

 

対価の見直し規定は、柔軟性のない価格設定が官民の双方にとって高いリスクとなるため規定される

ものである。どちらかに有利な結果になることを意図するものではない。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)価格変更の対象としてのサービス 

 

価格変更の対象としてのサービスについては、基本的にはソフトサービスとすべきであるが、ソ

フトサービスに該当するか否かのみで一律に割り切ることは適切でなく、多額の初期投資を伴う

ものであるか否か、建物等の建設・大規模修繕と分離して発注することが合理的であるか否か、

                                                  
17 英国 SoPC4 では、ハードサービスを資本的投資に関連するサービス、ソフトサービスをそれ以外のサービ

ス（清掃、警備、給食など）とした上で、ソフトサービスについてマーケットテスティングなどによる価

格見直しの対象としている（15.3）。 
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競争市場があるか、代替性があるか等も考慮した上で決定すべきである。 

 

①多額の初期投資を伴うものであるか否か。すなわち、見直しのタイミングまでに、初期投資を回収する

ことが可能であるか。また、コストのうち変動費と固定費の割合はどのようになると想定されるか（固

定費部分が多いと、価格調整が難しくなる）。 

②建物等の建設、大規模修繕と分離して発注することが合理的であるか否か。例えば、施設の維持管理の

うち、コストが建物の状態により非常に左右されるものについては、分離して発注することはＰＦＩの

メリットを失わせることになる。 

③競争市場があるか、代替性があるか。存在しない場合、市場実勢価格の情報の入手も、マーケットテス

ティングも困難になる。 

 

(2)価格改定方法 

 

見直しの方法としては、ベンチマーキング、マーケットテスティング、一部業務の契約期間短縮・一

部解約権の付与などが考えられ、それぞれの方法の理解した上で、サービスの性質に応じて適切なも

のを選定する。 

 

①ベンチマーキング（市場価格を調査し、それに応じて対価を調整する方法） 

 

・ＳＰＣの委託先の変更に伴う問題が生じない（現行の業者が引続き行う）というメリットがあるが、

適切なデータの入手およびその客観性の判断が困難18というデメリットがある。 

・十分なデータが得られず合意できない場合に備えて、合意できない場合は管理者等が 終価格を呈示

する（ただし、選定事業者はこれを拒否し契約の一部解除を行うことができるものとする）方法など

他の手法を使うことができる旨規定しておくことが望ましい。 

 

②マーケットテスティング（特定のサービスについて、ＳＰＣが入札にかける方法。入札の結果、ＳＰＣ

は委託先を落札者と交代させることもありうる） 

  

・競争による価格低下が期待されるというメリットがあるが、ＳＰＣの委託先となりうる企業の参加意

欲の減退、競争市場の有無（当該サービスについて競争市場が存在しないと逆に価格が高くなるリス

クがあり、英国でも競争的な市場が期待できない場合はマーケットテスティングは適切でないとされ

る）、新しい委託先の不履行リスクの扱い19について留意する必要がある。 

                                                  
18 英国では、価格改定手続きにおいて競争性を確保することができなければ現行の委託先が強い立場になる

こと、ベンチマーキングにおいて、マーケットテスティングに存在している競争性を「複製」(replicate)

するためには、同種の業務を行っている他の業者から提供された情報など十分なデータに基づいて受注者

と交渉を行うことができる必要があると指摘されている。（House of Commons, Committee of Public 

Accounts: HM Treasury: Tendering and benchmarking in PFI P5、p8、） 
19 英国 SoPC4 ではマーケットテスティングを原則としているところであるが、受注者にとって必ずしも有利

に働くものではないことから、反対論も強いことにつき、留意する必要がある。 
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・選定事業者の意欲を損なうことがないよう、対象業務の選択、見直しまでの期間等を決定する必要が

ある20。 

 

③一部契約期間短縮又は一部解除権付与 

 

・当該サービスについての契約期間の短縮（ソフトサービスの契約期間をＰＦＩ事業期間より予め短く

設定）または一部解除権の付与（ソフトサービスの価格変更に合意できない場合に当該ソフトサービ

スを業務範囲から除外する）という方法を採用した場合、競争による価格低下が期待されるというメ

リットがあるが、これに相応しいサービスは、基本的には、サービスの一時的・短期的な欠落が生じ

ることが致命的な影響をもたらさないことが必要であり、さらに原則として、(i)管理者等が自らがサ

ービスを提供し、代替できる能力がある場合、(ii)競争市場において常に代替事業者が存在している

場合、(iii)サービスの提供そのものが行政府にとり必要性がなくなった場合、のいずれかに該当する

場合に限り適切な方法となると考えられる。 

・一部のソフトサービスをはじめからＰＦＩ契約の対象外とすることも考えられるが、ソフトサービス

をＰＦＩの一部とすることにより、ソフトサービスを念頭において施設の設計をするというメリット

があることに留意する。 

・選定事業者の意欲を損なうことがないよう、対象業務の選択、見直しまでの期間等を決定する必要が

ある 

 

５．留意点 

 

(1)初回の見直しまでの期間 

 

価格の見直しの対象とした場合でも、ある程度初期投資がある場合には、その程度に応じて対象

から除外したりすることにより、あるいは１回目の見直しまでの期間を長くしたりすることによ

り（例えば７年から 10 年など）、選定事業者に不当な不利益を及ぼさないように工夫すべきであ

る。 

 

・初回の見直しまでの期間は業務ごとに個別の事情に応じて判断すべきである。例えば、変化が激しい

分野では、短めに設定する方が現実的である。 

 

 

 

(2)民間の創意工夫との関係 

 

                                                  
20 業務体制（ＳＰＣからの委託先）の変更は、SPC に融資をしている金融機関等にも影響を与える可能性があ

る点に留意する必要がある。 
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ＳＰＣや委託先の創意工夫がコスト削減に寄与できる分野において管理者等が選定事業者の努力の

結果をすべて奪ってしまうことがないよう工夫する必要がある。このような分野については、見直し

の対象外とすることや、テストの結果を全て管理者等のＳＰＣへの支払に連動させるのではなく一部

のみ連動させることも考えられる。 

 

６．条文例（ベンチマーキングを活用した例） 

 

 （甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ） 

第○条 （サービス対価の改定） 

１ 甲及び乙は、以下の運営業務に関するサービスの対価を、それぞれ以下に規定する時期に、直近の

改定時からの類似の内容の業務における委託費の市場実勢価格の推移を考慮した上で、改定のための

協議を行う。 

  ①［   ］業務：運営業務開始後○年後、その後は○年ごと 

  ②［   ］業務：運営業務開始後○年後、その後は○年ごと 

  ③（以下対象となる業務を列挙） 

２ 乙は、市場実勢価格を示すための客観的資料を甲に対して提供するものとする。 

３ 甲および乙の協議が整わなかった場合、以下に従うものとする。 

  ①[   ]業務、[   ]業務については、甲は乙に対して 終価格を通知する。乙がこれに不服

がある場合には、［   ］日以内に、［第○条に定める紛争解決手続の開始の申し立て］を行うも

のとする。 

  ②[   ]業務、[   ]業務については、甲は乙に対して 終価格を通知する。乙がこれに不服

がある場合には、乙は当該業務について本契約を終了させることができるものとする。この場合、乙

は新たな受注者の選定及び事業の引継に協力する義務（[    ]に関する情報の開示を含む）を負

うものとする。ただし本号は、甲が当該業務について公募を行う場合、乙又は乙からの下請業者が参

加することを妨げない。 

 

※利用量やインデックスに連動する対価の調整については、契約書例参照のこと。 

 

【ソフトサービス等の価格変更に関する実務上のポイント】 

資本的支出を伴わず、資本的投資との関連性も低い、いわゆる「ソフトサービス」については、市

場実勢価格との乖離を防ぐための調整を規定する。調整規定のポイントは以下のとおり。 

 ①ソフトサービスの各々について、市場実勢価格との比較を行うタイミングを規定する（例えば、

初回は７年から１０年後程度、その後は５年程度が考えられるが、サービスの属性に応じて決

定する必要がある）。 

 ②市場実勢価格との比較方法は契約で明確に定めるが、ベンチマーキングのほか、マーケットテ

スティング（選定事業者（ＳＰＣ）による入札の実施）、ソフトサービスの契約期間の短縮等

がある。 
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第Ⅱ章 「任意解除」に関する標準契約書モデル及びその解説(案)  

 

１．概要 

 

管理者等の政策変更や住民要請の変化等により、選定事業を実施する必要がなくなった場合や施

設の転用が必要となった場合には、管理者等は一定期間前にＰＦＩ事業契約を解除する旨選定事

業者に通知することにより、任意にＰＦＩ事業契約を解除できる旨規定されることが多い。これ

は、選定事業が公共サービスを提供するものであり、不必要なものを提供することが社会的に無

駄であるという特殊性から、管理者等の解除権の要件を約定により追加するものである。但し、

管理者等による任意解除権は選定事業者にとって予測できないリスクであり、管理者等がこれを

行使する場合には、選定事業者から請求される補償の範囲や額について慎重な考慮が必要となる。 

 

２．問題状況 

 

現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定があ

る場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこ

で、①選定事業者の保護は十分か、②具体的補償額が曖昧という課題が生じている。  

 

３．基本的な考え方 

 

(1)契約を全て履行する意図を持って契約を締結する必要性 

 

そもそもＰＦＩ契約の全ての当事者は、契約を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約

関係に入るべきである。 

 

(2)任意解除規定の必要性 

 

上記のとおり、政策変更、住民ニーズの変化などにより、管理者等による解除が必要になること

がある。一方、官民の対等なパートナーシップというＰＦＩの本来の関係から、官民双方の権利

義務は明確に契約上に規定されることが望まれる。したがって、任意解除の規定を設け、その場

合の権利義務関係を明確にすることにより、選定事業者及び融資機関の立場を不安定とすること

を防止すべきである。 

 

(3)損失補償額の明確化 

 

官民のリスク分担を明確にすることによりＶＦＭを実現するというＰＦＩの基本理念に照らせ
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ば、損失補償の内容もできる限り明確化すべきである。 

 

(4)補償内容 

 

理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること（すなわち簡単に

行使されないようにすること）が基本である。したがって、安易に管理者等が解除することがで

きないよう、解除時に支払われるべき補償の額を管理者等の債務不履行時の補償額と同額とすべ

きである21。 

  

※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム：損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよ

う、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 

※解除手続に伴う負担：任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、

実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能

性があることに留意すべきである。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)任意解除規定及び損失補償 

 

公共の任意解除権及び損失補償の支払義務を規定する。特に要件の限定のない任意解除の規定の場合

には、基本的には管理者等の債務不履行による解除の場合と同様の損失補償が認められるべきである。

この場合、補償内容を明確にするため、補償の対象項目及び算定方法を明確に規定することが望まし

い。 

 

(2)優先貸付人への期限前弁済に伴い支払う補償 

 

マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、全て支払う（スワップ

解約コスト等を含む）。 

 

合理的な慣行に従ったことを確保するためには、コストに見合う場合には融資契約や関連諸契約のデュ

ーデリジェンスを行うことが望ましく、そのほかの場合であっても少なくとも期限前弁済補償の額に影

響を与えるような条項の内容等を把握することが望ましい。現在の実務では、通常、PFI 事業契約後に

融資契約等をドラフトしており、PFI 事業契約締結までに決まっているのはターム・シート（特に重要

な条件を記載した合意書）レベルである。したがって、現在の実務慣行を前提とする限り、PFI 事業契

約前に融資契約書そのもののデューデリジェンスを行うことは困難である。そこで、特に期限前弁済時

                                                  
21 英国 SoPC4 中の条項例では、いつでも所定の手続きに従い解除できる旨規定されており、この場合の補償

額は発注者の債務不履行時と同様とされている（21.5.1、21.5.2）。 
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の補償の額に影響を与える条件を予め把握するとともに、その後に管理者等の同意を経ずに変更できな

いものとする（又は、変更されても補償額は変更前のものをもとに算定する）ことが考えられる。 

 

(3)委託先への補償 

 

マーケットプラクティス等に照らし不合理な合意がなされている場合を除き、全て支払う。 

 

管理者等は関連諸契約の期限前の解除の際の支払額に影響を与えるような条項の内容等を把握すること

が望ましい。そこで、例えば契約の締結時点までに、SPC と運営協力企業との契約のうち、重要な事項

（タームシートに記載されるような事項）で解除に関係するものの内容を合意する方法が考えられる。

この際、初期投資を伴うものについては、これが回収できるような金額を入れること（公共による買取

により回収できる場合を除く）、また初期投資を伴わない場合については、一定の期間（たとえば半年以

上）前に通知した場合には補償をしなくて済むようにすることなどが考えられる。これらを合意してい

くプロセス（対象事項、提案の際に提案すべき事項、提案内容の条件、その後の合意プロセス等）につ

いては、入札段階で予め示す必要がある。 

 

(4)株主劣後貸付人22、株主への支払 

 

例えば以下のような方法があり、いずれによるかは事業の内容等によることとなる。これらの方

法を、どのように使用するかについては様々な方法がありえる23が、将来の逸失利益（得べかりし利

益）をすべて補償するのではなく、一定の範囲に限るのが一般的である。 

 

1)財務モデルに基づき算定する方法 

 

当事者間で予め合意した財務モデルにおいて想定されている将来の収支等をもとに算定する方

法である。 

 

留意点：この方法による場合、以下の点に留意すべきである。 

①財務モデルの合意：現在、我が国では詳細な財務モデルについて予め合意するという慣行は存在

しない。しかし、財務モデルを合意することは、解除の際の損失補償のほか、各種変更が生じた

                                                  
22 株主が劣後融資をしている場合には、基本的には株式と同様の扱いをすべきである。劣後融資は、ハイリ

スク・ハイリターンであることが多く、優先貸付人と同様の基準で支払うことはリスクを無視することに

なるからである。株主以外の者が劣後融資をしている場合、劣後融資・優先融資の間にメザニン融資があ

る場合などは、それぞれの融資の性質（リスク、リターン）に応じて扱いを決定する必要がある。ただし、

現在の実務では、メザニンローンについては、任意解除のリスクを見込んでいないとの指摘もあり、この

部分については更に検討を要する。 
23 例えば、英国 SoPC4 では、①予め合意した財務モデルにおけるＥＩＲＲに基づき算出した「解除時」まで

のリターンに相当する額、②解除時の市場価格、③解除日以降に、予め合意した財務モデルに基づいて受

領する予定だった金額（解除日から支払予定日までの期間について財務モデルにおけるＥＩＲＲを割り引

いて算出）の３者から事業者が予め選択する額とされている(21.1.3)。 



 35

際の算定の根拠になるものであるので、今後は財務モデルを合意する慣行を形成していくことが

望ましい。なお、サービス購入型でも比較的単純な事業については、入札時に提出した事業計画

をベースに算定することも考えられる。 

②当初の財務モデルと現実が異なる場合：当初想定していた収益率と現実が異なる場合どちらを基

準にすべきかの判断が難しい。現実の収益率をベースにする方法もありえるが、解除時点の収益

率が将来も続くと仮定することが常に合理的とはいえないことに留意する必要がある。 

③リスクの考慮：財務モデルに基づく収入をもとに算定する場合には、その収益が得られる確実性

（すなわちリスク）にも考慮する必要がある。一般的に高い収益が見込まれる案件は、リスクも

高いために、リスクに応じた調整（割引率を高く設定するなど24）が必要であることに留意する

必要がある。 

④割引率：割引率（又はその算定方法）についても予め合意しておくことが望ましい。 

 

2)予め定めた金額・算式による方法  

 

財務モデル等に基づき、予め具体的金額（または具体的算定方法）を合意しておく方法もある。 

 

※この方法を使用する場合、支払金額は双方にとって合理的か、議会及び住民に対する説明という点

でも問題が生じないかを検討した上で内容を定め、かつ入札段階で民間事業者に条件を提示するべ

きである。 

※英国 SoPC4 では、一定の時点で解除した場合の劣後貸付人、株主への支払の定額化（具体的金額は

入札時に応札者が提案）という方法が新たに提案されている(21.5.4)（現実的に機能するかは、ま

だ例がないので今後の課題である）。 

 

その他の留意点 

1) その他の補償項目：上記以外で補償すべき項目について更に検討が必要である。 

2) 補償金額算定表の利用：契約解除時期とそれぞれの時期に解除された場合の補償金額総額のみを

定めた補償金額算定表を採用した例もある。 

3) 損失補償額の算定方法を詳細には記載しない場合でも、優先貸付人に不測の損害が及ばないこと

が明らかになるような書き方にすることが望ましい。 

4) 優先貸付人への利息、委託先への支払い、劣後貸付人・株主への支払いについては、相互に関連

していること（委託先への支払いが大きくなると、株主への支払いが小さくなるなど）に留意す

る必要がある。その結果、例えばＰＦＩ契約締結前に劣後貸付人・株主への支払分だけ決めよう

としても委託先への支払いが定まっていない段階では難しいという問題が生じうる。 

 

５．留意点 

                                                  
24 現在価値の算定の際にリスクを織り込む方法としては、(1)リスクを割引率に反映させる方法、(2)キャッ

シュフローにリスクを反映させて、割引率にはリスクを反映させない方法の２通りがある。ここでいう割

引率は、ＶＦＭの算定の際の割引率とは考え方が異なる。 
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(1)事業類型との関係 

 

逸失利益の計算は、事業類型によっても考慮すべき点が異なる。サービス購入型の場合、サービスを

担う対価からコストを控除したものが利益となる。管理者等が支払うサービス対価には明確に上限が

あるため、サービスのコストの大まかな状況を推定できる場合、事業者があえて利益を上乗せして、

補償を要求することは想定しにくい。一方、選定事業者にとってハイリスク・ハイリターンの案件、

すなわち需要リスクを大幅に民間に移転する案件については、選定事業者の収入に明確な上限がある

わけではないため、合理的な推定は成立しにくいという状況にある。 

 

(2)解除事由を限定する考え方 

 

任意解除については、上記の考え方の他、任意解除を完全な任意解除とせず一定の制限を加えるが

（例：完全な任意にせず解除できる場合を限定、又は一定期間任意解除を禁止）、損失補償の額につ

いても債務不履行による解除に比べて軽減するという考え方もある25。 

 

(3)その他の留意点 

 

任意解除にあたっては議会の議決を必要とすることも考えられる(この場合、地方自治法との関係等、

制度面の検討が必要となる)。 

 

 

６．条文例 

 

（甲＝管理者等、乙＝ＳＰＣ） 

（甲の任意による契約解除） 

第 94 条 甲は、本契約の終了前はいつでも、６月以上前に乙に対して通知することにより本契約の全部又は

一部を解除することができる。 

（案１） 

２ 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理的な損失の補償を請

                                                  
25 「損失補償」は、もともと憲法上の概念であるが、通常の法律でも「損失補償」が規定されていることが

少なくない。例えば、憲法上の損失補償と、特定の法律上の損失補償の内容が異なることを前提とする判

例があるなど、「損失補償」といっても一義的に決定されるわけではない。したがって、PFI 事業契約書に

おいて「損失補償」という用語と使用したとしても、それによって直ちに支払額が決まるわけではない。 

ただし、行政に与えられた裁量の範囲を逸脱に該当するような場合は（例えば、特定の業者に不利益を与え

る目的で解除権が行使された場合など）、むしろ「違法」な解除がなされたとみるべきである。この場合に

は、国家賠償法（国家賠償法第１条第１項の「公権力の行使」は非常に広く解釈されているので、解除権

の行使について故意又は過失があれば、これに該当する可能性がある）により損害賠償を負うことになる

とも考えられる（国家賠償法の場合には、一般論としては損失補償よりも支払額が多くなる可能性が高い

と思われる）。この場合には、国家賠償法に従って、損害賠償の範囲が定まることになる。 
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求することができるものとする。 

（案２） 

２ 前項により本契約の全部解除された場合、乙は、甲に対して、以下の損失補償を請求できるものとする。26 

(1) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が優先貸付人に支払う必要がある額 

(2) 別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が［運営協力企業］に対して支払う必要がある額 

(3) ［株主劣後貸付人、株主への支払について記載］ 

(4) ［その他必要な調整項目を記載］ 

３ ［損失補償及び未払いの施設整備費相当分等の支払方法について規定］  

４  第１項により本契約の一部が解除された場合において、以下に従うものとする。 

(1) 解除された業務の内容に応じて、サービス対価を減額するものとする。減額幅を算定する際には、複

数の業務を一括して請け負うことによる費用が削減されている場合の効果についても配慮する。 

(2) ［特段の事情27がある場合を除き、統括マネジメント業務の対価相当分については、減額しないものと

する。］28 

(3) ［特段の事情がある場合を除き、［株主への利益相当分］29については、減額しないものとする。］ 

(4) 甲は、別紙○に記載された契約条件に基づき、乙が［運営協力企業］に支払う必要のある額を乙に補

償するものとする。 

(5) ［その他必要な調整項目を記載］ 

 

                                                  
26 案２は、契約の締結時点までに、ファイナンス関係の諸契約及び SPC と運営協力企業との契約のうち、重

要な事項（タームシートに記載されるような事項）で解除に関係するものの内容を別紙として添付する方

法を想定している。 
27 特段の事情としては、例えば統括マネジメント業務に必要である人員を削減できる場合を想定している。

この部分については、予め特定できる事由については、特定することも考えられる(第 3号も同様)。 
28 統括マネジメント業務がない場合には、本号を削除するか、修正する必要がある。 
29 株主の利益分を明示した財務モデル等をあらかじめ合意していることを前提としている。 
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【任意解除に関する実務上のポイント】 

ＰＦＩ事業契約には、管理者等による契約の任意解除権及びその際の選定事業者への損失補償につ

いて明確に規定する。本規定のポイントは以下のとおり。 

 ①ＰＦＩ事業契約の全ての当事者は、契約を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関

係に入るべきである。 

 ②管理者等は、一定期間以上前に通知することで契約を解除できる。 

 ③任意解除時の選定事業者に対する損失補償額は、管理者等の債務不履行時の補償額と同額とす

べきである。 

 ④補償金額の算定を客観的に行うことを可能にするため、財務モデルや委託先との主要な契約条

件について予め合意しておくことが望ましい。 
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第Ⅲ章 「紛争解決」に関する標準契約書モデル及びその解説(案)  

 
１．概要 

 

ＰＦＩ事業契約締結時には想定し得ないリスクの顕在化などＰＦＩ事業契約に定めのない事項、

その他ＰＦＩ事業契約の実施にあたって生じた疑義について解決しなければならないことも起

こり得る。こうした場合に備えて、当事者間の協議の在り方について規定し、官民の真のパート

ナーシップに基づき当事者間の合意により解決することが期待される。但し、当事者間での協議

が整わないこともあるため、紛争が生じる場合に備え、中立的第三者が関与した紛争の処理方法

を規定する30。 

 

２．問題状況 

 

(1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さ

らに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少な

くない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。 

(2)協議によって解決しなかった場合でも、良好な関係を継続したまま、迅速に解決することが

必要である。さらにＰＦＩをめぐる紛争は高度な専門知識を要求されることが多いと予想され

る。したがって、裁判よりも迅速かつ専門的事項に十分対応できる紛争解決の枠組みが求めら

れる。 

 

３．対処に関わる基本的な考え方 

 

(1)調整会議の設置：ＰＦＩの基本理念は官民のパートナーシップであり、相互の信頼が大切であるか

ら、まずは両当事者間の協議によって解決できることが望ましい。そのためには、両当事者間の不

断のコミュニケーションをとっておく必要がある。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの

場を設定するために、関係者協議会の一部として（又は関係者協議会とは別に）紛争予防、解決に

ふさわしい構成員で「調整会議」を設置し、定期的にフェイストゥフェイスの会議を開催して紛争

の予防、信頼関係の構築に当たるとともに、紛争が生じた際には迅速に協議できる体制を整えてお

く必要がある31。但し、枠組みを作成すれば紛争を防止できるというものではなく、あくまでも両

当事者の担当者が紛争防止のために意欲的に行動することが前提であることに留意する必要がある。 

 

                                                  
30支払遅延防止法第４条第４号及び予決令第１００条第１項第７号。地方公共団体が管理者等となる場合は、

当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定により準用される。 
31 英国では両当事者の継続的コミュニケーションの重要性が強調されており、定期的なコミュニケーション

の場を確保するべきとされている。（英国財務省 Operational Taskforce Note2: Project transition 

guidance（2007 年 3 月）参照）。 
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(2)中立的第三者の関与：官民が対等の立場というＰＦＩの基本原理からすれば、協議が整わない場

合に一方が他方に結論を押しつけることは厳に慎まなければならない。そこで中立的な専門家が関

与して、紛争を迅速に解決する仕組みが必要である。 

 

４．具体的な規定の内容 

 

(1)調整会議 

 

 紛争予防、解決のための機関として調整会議（仮称）を設ける。両当事者間の良好なコミュニ

ケーションを図るため、定期的に会議を開催するほか、紛争予防、解決という観点から必要が

ある場合には随時会議を開催する。メンバーについては両当事者により構成することとする。 

 

調整会議の内容：以下の点に留意すべきである。 

a. 契約書に規定があるにもかかわらず設置がなされないままになってしまうことがないよう、契約締

結後何日以内に設置すべきかを明記する。 

b. 契約上で、官民のコミュニケーションを図るために必要な会合のタイプ、程度について規定する。 

c. 官民の良好な関係を保つためには、コンタクトするポイントは複数あることが望ましい。 

d. その一方で、官民双方の責任体制が混乱せず、意思決定が明確になされるように両者のチャンネル

が適切に設定されることが重要である。 

 

(2)中立的専門家による裁定手続創設 

  

 調整会議と、裁判による解決の中間に、中立的専門家（裁定人）による紛争解決手続を規定す

る。中立的専門家の判断に拘束力を持たせるか否かについては、拘束力があるとすると、中立

的専門家の選任が困難になり、手続自体が使用されなくなる可能性があるため、当面は、中立

的専門家の判断に拘束力を持たせない手続（一種の調停手続）とすることが考えられる。中立

的専門家の選任方法は、両当事者の合意によることとし、選任時点については、紛争が生じた

際に選任することが考えられる。 

 

裁定手続の対象：裁定手続きになじまない紛争も考えられるため、あらかじめ裁定手続きの対象とな

る事項（又は対象とならない事項）を契約書で特定しておくことも考えられる。 

裁定人の人数：仲裁として行う場合（すなわち裁定人の判断に拘束力を持たせる場合）については、

他分野の国際的な契約では３名と規定されることが多い（またＵＮＣＩＴＲＡＬ国際商事仲裁モデ

ル法では、別途当事者間で合意がない限り３名とされている）32。一方、調停の場合は、ＵＮＣＩ

                                                  
32 人数の決め方は仲裁規則により異なる。国際商工会議所（ICC）の仲裁規則第 8条では、１名か３名かを当

事者の合意により定める（当事者が人数に合意できない場合には、原則１名だが、ICC Court of Arbitration

が３名が妥当だと判断した場合には３名とすることができるとされる）。ロンドン国際仲裁裁判所（LICA）

の仲裁規則第５条も類似の内容になっている。 
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ＴＲＡＬ国際商事調停モデル法では別途当事者間で合意がない限り１名とされているが、場合によ

り３名とすることも考えられる。 

裁定人選定方法： 

1)選定時点：裁定人の選定方法については、裁定人（又は裁定人を選任するためのパネル）は、

①内容に応じて、事業契約締結後に予め両当事者で合意しておき、欠員が出た場合には、速や

かに共同で選任する方法33、②紛争が生じた際に両当事者間の合意により裁定人を選定する方法

がある34。日本では、中立的な専門家を関与させる枠組みが定着していないこと等を考慮すると、

②の方法が当面は現実的であると考えられる。これらの方法のメリット、デメリットを整理す

ると以下のようになる。 

(ア)紛争が生じた際に裁定人を選定する方法：人選について合意できないリスクが高まる（実

際に紛争が生じている場合両当事者がより慎重になる）。人選について合意できない場合、

迅速な解決は期待できない。しかし、紛争となっている分野にあわせて専門家を選ぶこと

ができるというメリットがある。 

(イ)裁定人をあらかじめ決める方法：事業契約締結後の手続負担は重い。しかし、実際に裁定

人による紛争解決が必要になった場合は、迅速な解決が期待できるというメリットがある。

なお、この方法でも複数の分野の専門家を選任することは可能であるが、当初段階での両

当事者の手続的な負担がさらに重くなる35。 

2)中立的第三者の候補者：中立的第三者の候補者としては、受任することについて利益相反がな

いことに加えて、紛争の分野に応じて必要な専門的知識を有していること、両当事者が納得で

きるだけの中立性を有していること、その専門家にとって過大な負担とならないことなどが必

要になる。裁定人が両当事者との間で信頼関係を築けることが重要であるため、選任に関する

規定はあくまでも両当事者が平等である必要がある。したがって、一方の当事者のみが「中立

的」裁定人を選ぶ権利を有するという規定は適切でない。あくまで、両当事者が了解した方法

で裁定人を選定することが重要である。 

3)選任について合意できない場合：選任について意見が一致しない場合の手続の規定が必要であ

る。 

※例えば英国では両者が合意できない場合には、「公認仲裁人協会長」(the President for the 

time being of the Chartered Institute of Arbitrators)への選任の依頼が挙げられてい

る。今後ＰＦＩの専門家を選任できる体制が整うことが前提であるが、例えば、日本商事

仲裁協会、国際商工会議所などに選任を依頼することが考えられる。この点については、

実務的に問題になる可能性が高い部分であるので、選任候補者のリストの作成方法・手続

                                                  
33 この場合は、複数の分野の専門家について合意しておき、紛争の内容に応じて適切な専門家を選任できる

ようにすることが望ましい。 
34 ３名とした場合には、各当事者が１名ずつを選任し、選任された２人の裁定人が第三の裁定人を選任する

という方法が考えられる。１人とした場合は、両当事者が共同で選任する。 
35 英国 SoPC4 中の条文例では、契約締結後に両当事者があらかじめ紛争が生じた場合に備えて中立的な専門

家のリストについて合意し（建設パネルと運営パネルからなり、それぞれたとえば 3名の専門家から構成

される）、紛争が生じた場合に当該リストから機械的に裁定人を指名し、当該裁定人に判断してもらうとい

う仕組みが採用されている。(28 章) 
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なども含めて、今後議論が必要である。 

裁定手続の内容：両当事者の意見及び証拠の提出期限、裁定人の判断の期限等の手続を定める。 

裁定人の判断の拘束力：以下の案が考えられる。 

①完全に両当事者を拘束する。 

②裁判所が覆さない限り両当事者を拘束する（英国 SoPC4 はこの立場に近い）。 

③判断がなされた後、不服のある当事者が一定期間内に裁判を提起しなかった場合、両当事者を拘

束（裁判が提起された場合は両当事者を拘束しない）。 

④参考意見として取り扱う（調停：条文例はこれを前提としている）。 

※我が国のＰＦＩでは中立的第三者に関与させて紛争を解決するという慣行は存在していないため

選任が困難になる可能性があり、その結果中立的第三者を関与させる手続きが実務から敬遠され

てしまう可能性があることから、以下の条文例は「調停」（調停人の判断に拘束力を持たせない）

としている。今後、第三者を用いる手法に対する信頼の向上、中立的な第三者機関の設立（また

は既存の機関の活用）、紛争解決のための基準の明確化などによって、徐々に拘束力を持たせる方

法が採用されるようになることが期待される。 

調停 

・紛争解決にあたる第三者の判断に拘束力がある場合は仲裁、拘束力がない場合は調停になる。調

停には、簡易裁判所等で行なわれる法定の調停と、民間機関によって行なわれる調停がある。 

・民間機関によって行われる調停については、ＡＤＲ法（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す

る法律）による認証制度がある。この認証制度については弁護士以外の調停人の活用、時効の中

断等でメリットがある。ＰＦＩ事業契約に中立的な専門家による判断を盛り込む場合も、弁護士

法との関係で問題が生じないようにするため、認証された調停機関・手続を利用することも考え

られる。なお、仲裁には適用されない。 

費用分担：紛争解決に要する費用分担は、予め公平にこれを取り決めておく必要がある。 

 

５．留意点 

 

(1)紛争予防のための枠組み 

 

紛争を生じさせないためには、協議の枠組みのみ作成しておけば足りるということではない

ことに留意する必要がある。紛争予防のためには、例えば以下のことが大切である。 

1) 事業者選定段階において、管理者等や利用者の意向に沿った提案によい点数がつくよう

にすること（外部審査委員会で採点がなされるため、採点基準を作成する段階から、管

理者等の意向が反映されるように配慮するとともに、採点の際も重要な点が曖昧なまま

採点されたりすることのないような仕組みを作る必要がある）。 

2) 契約（要求水準等を含む）の作成の際には曖昧な表現を避け、解釈が分かれないように

すること。 

3) 問題の先送りを避け、契約締結前に枠組みの基本を取り決めること。 
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